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本 日 提 案 さ れ た 議 案

農用地利用集積計画の決定について

議 案 第 １ 号 農地法第１８条第６項の規定による通知の成立状況の確認について

議 案 第 ４ 号 現況証明願いについて

議 案 第 ５ 号 農地保有合理化事業に係る農用地の買入協議要請について

議 案 第 ２ 号 農地法第５条の規定による許可申請について

議 案 第 ３ 号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請について



　令和４年１０月２８日、第２７回芦別市農業委員会総会を市議会第２・第３委員

会室で開催した。
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　定刻よりも前ですが、委員の皆さんがそろいましたので、

只今から第２７回芦別市農業委員会総会を開催します。

　芦別市農業委員会憲章唱和（全員で唱和）

　初めに、会長からご挨拶をお願いします。

　第２７回の総会にあたりひと言ご挨拶申し上げます。

　　（内容省略）

　ありがとうございました。これからの進行については議長よ

りお願いします。

　本日の議事録署名委員を谷野、太田両委員にお願いします。

　次に、諸般の報告をお願いします。

　髙見委員、加藤委員が所用により欠席する旨の報告があり

ました。

　次に、経過報告をお願いします。

　９月２９日以降の経過について報告（内容省略）

　続いて、本日提案の議案の概要について説明願います。

　議案の概要について説明（内容省略）

　それでは議事に入ります。議案第１号「農地法第１８条第６

項の規定による通知の成立状況の確認について」を議題としま

す。事務局より説明をお願いします。

約が成立しているものと判断します。

　ありがとうございました。これより、質疑に入ります。

　本件について意見等のある方は挙手願います。

　　（質問、意見なし）

どおり決定することとしてよろしいですか。

　　（全委員賛成）

　全員賛成ですので、原案のとおり決定しました。

　よろしいですか。それでは採決します。この件について原案

　議案第１号についてご説明いたします。

  今月の農地法第１８条第６項における解約の通知は３件です。

合意解約時における農業委員会の審議については確認行為であ

ることからその内容について説明いたします。

　　（議案書に基づき、合意解約の内容を説明）

　引き渡し期限までが６か月以内の書面合意であることから解
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議 長

議 長

議 長
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を行い、故意によらない違反転用であると判断しました。

　本年１０月２４日に会長代理、太田委員、事務局長により、

現地調査を行い、申請内容と現状の確認を行っております。

　その際、会長から口頭による厳重注意と許可申請時に始末書

の添付を求めることとしております。

　これより、質疑に入ります。この件について意見等のある方

は挙手願います。

　　（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決します。本件について原案と

おり決定することとしてよろしいですか。

　　（全委員賛成）

　全員賛成ですので、原案のとおり決定しました。

　なお、本案件は、本総会において許可決定後、北海道農業会

議へ意見聴取を行い、常設審議委員会において許可相当と判断

されたのちに、許可することとなります。

　次に、議案第３号「農地法第５条の規定による許可後の計画

変更申請について」事務局より説明をお願いします。

　本件は令和２年７月に、農地法第５条の規定による許可を受

けた案件で、その後許可条件に係る建築物の内容と工期が大き

く変更となったことから、計画変更の承認申請があったもので

　（議案書に基づき、許可申請内容を説明）

す。

　次に、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請につ

いて」を議題とします。事務局より説明をお願いします。

　今月の農地法第５条による申請は１件で、農業用施設の建設

に係る使用貸借による農地転用についてです。

　本件は、すでに農業施設が建設されて利用されており、追認

　　（議案書に基づき、内容を説明）

　申請の内容は、別添調査書（資料№１）のとおり、農用地区

域内の農業施設用地及び第２種農地と判断し、各基準を満たし

事案となりますが、会長、会長代理、事務局長による事情聴取

　ありがとうございました。

ていると考えます。
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　申請の内容は、別添調査書（資料№２）のとおり、各基準を

満たしていると考えます。

　これより、質疑に入ります。本件について意見等のある方は

　よろしいですか。それでは採決します。本件について申請と

おり引き続き許可することでよろしいですか。

　　（全委員賛成）

　農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき所有

権に係るあっせん申出がありましたが、次の農地については、

北海道農業公社による買入が特に必要と認められるので、同法

第１６条第１項に基づき、芦別市長に対し要請するものです。

　　（議案書に基づき、要請内容を説明）

　次に、議案第４号「現況証明願いについて」を議題としま

おります。内容について説明します。

　本件は、字芦別の案件となっております。

　　（議案書に基づき、内容を説明）

　なお、現地調査は、本年１０月１３日に神下、谷野両委員と

事務局１名の計３名で実施しております。

　全員賛成ですので、農業委員会は許可することに決定しまし

た。

挙手願います。

　　（質問、意見なし）

　続いて、議案第５号「農地保有合理化事業に係る農用地の買

いします。

入協議要請について」を議題とします。事務局より説明をお願

す。事務局より議案の説明をお願いします。

　議案第４号についてご説明いたします。

　今月の現況証明願いについては１件、３筆分の願出が出て

　ありがとうございました。これより、質疑に入ります。

　　（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決します。この件について原案

どおり決定することとしてよろしいですか。

　　（全委員賛成）

　全員賛成ですので、原案のとおり決定しました。
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　今月の農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

　本件は農地保有合理化事業の１０年タイプで、公社からの売

　　（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決します。所有権の移転－２に

ついて原案のとおり決定することとしてよろしいですか。

　本件も農地保有合理化事業の１０年タイプで、公社からの売

り渡し案件であり、別添調査書（資料№３）のとおり、各基準

を満たしていると考えます。

　所有権の移転－２について、ご意見ご質問等ありませんか。

（議案書に基づき、農用地利用集積計画（案）の内容を説明）

　所有権の移転－１について説明します。

案件は所有権の移転が６件、利用権の設定が１件となっていま

を満たしていると考えます。

（議案書に基づき、農用地利用集積計画（案）の内容を説明）

す。

　　（小林委員退席）

　　（小林委員着席）

　　（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決します。所有権の移転－１に

ついて原案のとおり決定することとしてよろしいですか。

　　（全委員賛成）

　全員賛成ですので、所有権の移転－１については、原案のと

おり決定しました。続いて所有権の移転－２について、事務局

より説明をお願いします。

　所有権の移転－２について説明します。

　説明が終わりましたので、これより、質疑に入ります。

意見等のある方は挙手願います。

　　（質問、意見なし）

　全員賛成ですので、原案のとおり決定しました。それでは次

に議案第６号「農用地利用集積計画の決定について」を議題と

する。事務局より説明をお願いします。

　所有権の移転－１について、ご意見ご質問等ありませんか。

り渡し案件であり、別添調査書（資料№３）のとおり、各基準
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　本件につきましては、別添調査書（資料№３）のとおり、各

　　（全委員賛成）

　全員賛成ですので、所有権の移転－２については、原案のと

おり決定しました。続いて所有権の移転－３について、事務局

より説明をお願いします。

　所有権の移転－３について説明します。

（議案書に基づき、農用地利用集積計画（案）の内容を説明）

　所有権の移転－４について、意見等のある方は挙手願います。

　全員賛成ですので、所有権の移転－３については、原案のと

　全員賛成ですので、所有権の移転－４については、原案のと

ついて原案のとおり決定することとしてよろしいですか。

　　（質問、意見なし）

　ありがとうございました。これより、質疑に入ります。

　所有権の移転－４について説明します。

（議案書に基づき、農用地利用集積計画（案）の内容を説明）

おり決定しました。続いて所有権の移転－５について、事務局

より説明をお願いします。

　（所有権の移転－４の調整内容について説明）

　　（全委員賛成）

　よろしいですか。それでは採決します。所有権の移転－４に

　本件は農地保有合理化事業で、先月の総会で市に対して農用

地の買入協議に係る要請を公社に対して行った案件です。

いると考えます。

　所有権の移転－３について、ご意見ご質問等ありませんか。

　　（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決します。所有権の移転－３に

ついて原案のとおり決定することとしてよろしいですか。

おり決定しました。続いて所有権の移転－４について、事務局

　所有権の移転－４について、担当委員から説明願います。

基準を満たしていると考えます。

　　（全委員賛成）

より説明をお願いします。

　本件も別添調査書（資料№３）のとおり、各基準を満たして
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　本件につきましては、別添調査書（資料№３）のとおり、各

基準を満たしていると考えます。

　本件につきましては、別添調査書（資料№３）のとおり、各

基準を満たしていると考えます。

ついて原案のとおり決定することとしてよろしいですか。

　　（全委員賛成）

　全員賛成ですので、所有権の移転－５については、原案のと

おり決定しました。続いて所有権の移転－６について、事務局

より説明をお願いします。

　所有権の移転－６について説明します。

（議案書に基づき、農用地利用集積計画（案）の内容を説明）

　所有権の移転－６について、担当委員から説明願います。

　（所有権の移転－６の調整内容について説明）

　ありがとうございました。これより、質疑に入ります。

　所有権の移転－６について、意見等のある方は挙手願います。

　　（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決します。所有権の移転－６に

ついて原案のとおり決定することとしてよろしいですか。

　　（全委員賛成）

　ありがとうございました。これより、質疑に入ります。

　所有権の移転－５について、意見等のある方は挙手願います。

　　（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決します。所有権の移転－５に

　所有権の移転－５について説明します。

（議案書に基づき、農用地利用集積計画（案）の内容を説明）

　所有権の移転－５について、担当委員から説明願います。

　（所有権の移転－５の調整内容について説明）

　全員賛成ですので、所有権の移転－６については、原案のと

おり決定しました。

　次に利用権の設定－１について、事務局より説明をお願いし

ます。

（議案書に基づき、農用地利用集積計画（案）の内容を説明）

　本件につきましては、別添調査書（資料№３）のとおり、各
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　全員賛成ですので、利用権の設定－１については、原案のと

おり決定しました。

　・国の資材高騰対策について

　　（その他内容省略）

　この件について、ご質問等ございませんか。

ついて原案とおり決定することとしてよろしいですか。

　　（全委員賛成）

　場合は事務局に報告を

　これですべての議事案件が終了しました。

　分かれて協議

　次に「その他」に入ります。はじめに、事務局から報告願い

　　（質問、意見なし）

　わ農協芦別支店２階役員会議室で行う予定

　無ければ次、ＪＡたきかわからお願いします。

　・米の出荷状況について（低タンパク米90.6％）

　この件について、ご質問等ございませんか。

　　（質問、意見なし）

　　午後から深川市で農業委員研修が開催されるので、欠席の

　・１１月３０日総会（決算、補正予算）

②令和５年度農地賃貸借に係る期間満了リスト

③総会終了後、休憩をはさんで「関係行政機関等に対する意

　見書提出」に係る専門部会を開催する。農政部、農畜産部に

　無ければ、次に土地改良区から報告願います。

　・水活の見直しに係る諸課題について

ます。

基準を満たしていると考えます。

　利用権の設定－１について、担当委員から説明願います。

　（利用権の設定－１の調整内容について説明）

　ありがとうございました。これより、質疑に入ります。

　利用権の設定－１について、意見等のある方は挙手願います。

　　（質問、意見なし）

　よろしいですか。それでは採決します。利用権の設定－１に



議 長

　・水活の見直しに係る対応は状況をみている

　無ければ、以上をもって、総会を終了する。

議事録署名委員

議 長

議事録署名委員

　以上のとおり、第２７回総会の顛末を記録し、その内容について相違ないことを証す

るため、ここに署名する。

　これで、全て終了となりますが最後に全体をとおして何か質

問等ございませんか。

　　（質問・意見なし）


